
 

 

磯ビーチハウス等の土地及び建物貸付契約に係る 

事業者募集要項 

 

１．事業者募集の趣旨 

  鹿児島市では、現在、海水浴場開設期間に開設している磯ビーチハウス及

びビーチハウスから海までの護岸（以下「磯ビーチハウス等」といいます。）

について、１年を通じて賑わいを創出することを目的に、現存するビーチハ

ウスの一部を民間に貸し出すこととし、今回、当該施設を使用する事業者等

（以下「事業者」という。）を募集します。 

 

２．磯ビーチハウス等の概要 

（１）磯ビーチハウス 

  所在地  鹿児島市吉野町９６８４－２ 

  構 造  鉄筋コンクリート造２階建 

  延床面積  １，０６９．３３㎡ 

  建築年月  昭和６３年７月 

  注１：国土交通省の定める新耐震基準に適合しています。 

 

（２）護岸 

  所在地  鹿児島市吉野町９６８４－２地先 

  延面積  約２，０８０㎡ 

 

３．貸付に関する事項 

（１）貸付スペース 

  以下に記載する建物図面や貸付エリア等については、令和６年１０月９日

（水）に開催する現地説明会にて配布します。 

① 磯ビーチハウス 

   ・１階部分 約３４５㎡ 

    ※１階部分の残り約２８４㎡は、海水浴場開設期間中に開設するビー

チハウス（トイレ・シャワー室・更衣室・管理人室）と倉庫として本

市が管理します。 

   ・２階部分 ４４０．３７㎡ 

    ※２階全面 



 

 

 

② 護岸 

   ２（２）の全て 

 

市管理部分 

貸付部分 



 

 

（２）貸付料 

  提案に基づき決定します。なお、鹿児島市公有財産貸付基準で積算した場

合の貸付料は、月額３０万円が目安となります。 

また、維持管理に伴う光熱水費や燃料費・消防用設備点検費用等は事業者

の負担となります。以下、現在の電気・水道の契約種別等を示します。 

  ・電気……供給者：九州電力(株) 

       契約電力：１２ｋＷ 

  ・水道……供給者：鹿児島市水道局 

メーター口径：７５ｍｍ、２０ｍｍ 

  ・消防用設備…非常用警報設備（自動式サイレン）、誘導標識 

  ※消防用設備：点検（年２回）あり 

※上記は、現在の契約種別等であり、利用用途や設備の内容によって変動 

しますので、参考としてご確認ください。 

 

（３）貸付期間 

  契約締結日から令和１６年３月３１日まで（更新あり） 

※貸付期間中の契約解除は、原則認めません。 

 

（４）事業者の費用負担 

本市と事業者で負担する費用分担については、原則、以下のとおりとしま

す。なお、費用分担表で定めのない事項等について疑義が生じた場合は、双

方協議によるものとします。 

また、事業者は、周辺の環境に配慮し、磯ビーチハウス等の適正な維持管

理に努めてください。 

 

<費用分担表（負担者側に○）> 

番

号 
種類 内容 

負担者 

本市 事業者 

１ 
内外装・設備等の改

修費 

貸付部分の内外装・設備等の

改修費（注１） 
 ○ 

２ 維持管理経費 
貸付部分の維持管理に要す

る経費 

 
○ 

３ 
光熱水費、清掃、警

備 

貸付部分で使用した光熱水

費や清掃、警備に係る経費 

 
〇 

それ以外の場所での上記経

費 
〇  



 

 

４ 
施設や物品等の修

繕等 

事業者で設置等行った設

備・機器等の損傷 
 ○ 

貸付部分において、貸付時に

既に設置・敷設されていたも

ので、事業者の瑕疵がない損

傷 

〇  

上記以外 〇  

５ 損害賠償 

事業者の事業実施により、施

設及び第三者に損害を与え

た場合 

 〇 

上記以外 〇  

６ 
契約解除等による

損害 

契約解除又は事業者の中止

などにより生じた損害 
 ○ 

注１：磯ビーチハウスの内外装・設備の改修をする場合は、事前に本市の承認

を受けなければなりません。 

   また、原則、貸付期間を終了した時は、速やかに原状に回復して返還し

ていただきます。 

 

（５）その他留意事項 

①第三者への権利移転等の禁止 

   次の行為はできません。 

   ただし、事業計画書に記載された用途（以下「指定用途」という。）に反

しない範囲において、真にやむを得ない事由があるものとして、事前に本

市の承諾を受けた場合は、この限りではありません。 

  ・使用賃借権を移転すること。 

  ・指定用途に反することとなる地上権、質権、使用賃借による権利又は賃

借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定をすること。 

  ②地域住民への配慮 

   磯ビーチハウスは長年にわたり地域住民の集いの場（町内会、災害時の

避難所）であったことから、事業者は貸付後も引き続き、地域住民が集会

等の目的で利用したいとの申し出があった場合は、スペースの活用につい

て配慮してください。 

  ③世界文化遺産への配慮 

   磯ビーチハウスは、都市景観法に基づく「磯地区景観計画」に定められ

た「磯街道エリア」の範囲内ですので、建物の高さ、屋根形状、屋根勾配、



 

 

壁面の色彩などに規制があります。また、世界文化遺産の緩衝地帯ですの

で、世界文化遺産への影響を避ける、若しくは軽減する対策が必要となり

ます。 

  ④詳細についての協議 

   この要項に定めのないもの及び詳細については、事業者が決定したのち、

その事業者と協議して決定することとします。 

 

４．事業提案の諸条件 

（１）応募資格 

  この応募に参加できる者は、１事業者が参加する場合にあっては、次に掲

げる②から⑧までの要件を全て満たしていることとし、複数の事業者が共同

で参加する場合（以下「共同企業体」という。）にあっては、代表構成員及び

代表構成員以外の構成員が、次に掲げる要件の全て満たすこととします。 

 ① 共同企業体にあっては、その構成員が１事業者又は他の共同企業体の

構成員として本応募に参加しない者であること。 

 ② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

③ この告示の日（以下「告示日」という。）以後に国又は地方公共団体が

発注する業務の契約に係る指名停止を受けている期間がない者であるこ

と。 

④ 納期の到来している鹿児島市税（鹿児島市税が課税されていない者で

市外に主たる事業所等を有するものにあっては、主たる事業所等の所在

地の市区町村税。新型コロナウイルス感染症の影響による猶予を受けて

いるものを除く。）を完納していること。 

⑤ 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年３月２７

日制定）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団

員の統制下にある団体に該当しないこと。 

⑦ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立て

がなされている者（更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなさ

れている者を除く。）でないこと。 

⑧ この応募に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ

と。 

 

（２）事業要件 



 

 

① 特定の期間だけでなく、通年で開設・運営されるものであること。 

② 周辺の店舗の営業を圧迫するものでなく、磯地区を訪れる観光客や市 

民等の滞在、賑わいにつながる事業であること。 

  ③ 仙巌園駅開業時（令和７年３月予定）に事業の一部開始ができること。 

（事業内容は本市と協議の上、決定します。） 

  ④ 令和７年度の磯海水浴場開設（令和７年７月１０日予定）に事業の全面 

開始ができること。 

⑤ 宗教活動・政治活動を行うものでないこと。 

⑥ 公序良俗や公益に反するものでないこと。 

⑦ 以下のスケジュールで事業の進捗が可能であること。 

 

 

（３）法令等の遵守 

  提案事業は、都市計画法・建築基準法・消防法等の関係法令に抵触しない

ものとし、提案にあたっては、事前に関係法令や条例等を確認してください。

（都市計画法と建築基準法による用途変更等の手続きが必要な場合や施設・

設備については建築基準法や消防法、事業内容によっては、保健所関係条例

等の手続きが必要となります。） 

 

５．応募方法 

（１）スケジュール 

 

① 参加申込書提出 １０月 １日（火）～１８日（金） 

② 参加資格決定通知書発送 １０月２１日（月） 

③ 説明会及び施設見学 １０月 ９日（水）１４時から１５時 

　

３月

Ｒ7

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月６月 ７月 ８月４月 ５月

民間事業者

（普通財産部分）

内部改修 設計

内部改修 工事

営業

発注課

【建築課、設備課】

（行政財産部分）

シャワー室等改修 設計

シャワー室等改修 工事

ビーチハウス機能

事業課

【スポーツ課】

行政財産から普通財産への

変更手続き

貸付希望者公募・貸付

補正予算（設計・間仕切壁）

条例改正（第４条）

１２月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 ３月

全面、供用開始

議決議案提出

海

開

き
一部、供用開始

受託者決定・貸付

受託者決定

磯

新

駅

開

業

行政財産（ビーチハウス機能部分）は工事中の為、

【仮】仮設を設置する。

・間仕切壁設置（行政財産と普通財産）

・行政財産の用途廃止手続き

債務負担行為を組んで、受託者と

協議・調整しながら実施設計を行う

海水浴開設期間中の完全確保の為、

海水浴場閉鎖後、工事を行う



 

 

場所：鹿児島市吉野町９６８４－２ 

鹿児島市磯ビーチハウス研修室 

※説明会終了後施設見学を行います。 

※参加申込は、この説明会に参加した者に限

ります。 

④ 質問受付 １０月 １日（火）～１５日（火） 

⑤ 質問回答 １０月１７日（木） 

⑥ 事業計画書提出期限 １１月 ５日（火）※郵便の場合、消印有効 

⑦ プレゼンテーション審査 １１月１１日（月）※時間は通知します。 

⑧ 審査結果発送 １１月１５日（金） 

 

（２）質問及び回答 

  磯ビーチハウス施設及び募集に関する質問は、メールで以下の連絡先に送

付してください。回答は説明会に参加された全員に送付します。 

 

 ［連絡先］鹿児島市スポーツ課交流係 

spo-kouryu@city.kagoshima.lg.jp 

 

（３）参加申込書の提出等 

  ① 提出期限 

    令和６年１０月１８日（金）まで 

  ② 提出場所 

  〒８９２－８６７７ 

鹿児島市山下町１１番１号みなと大通り別館５階スポーツ課 

  ③ 提出部数 

    １部 

  ④ 提出方法 

    持参又は郵送（ファックス及び電子メールでの受付はいたしません。） 

    持参する場合は、土曜日・日曜日及び祝日を除く、午前８時３０分か

ら午後５時１５分（正午から午後１時までの時間を除く。）までです。 

 

（４）提出書類 

①  参加申込書（様式１-１又は様式１-２） 

②  会社概要（様式２） 

③  使用印鑑届（様式３） 

④  暴力団排除に関する誓約・同意書（様式４） 



 

 

⑤  会社法（平成１７年法律第８６号）に規定される会社については、商 

業登記簿謄本（３か月以内に発行されたもの。写し可） 

⑥  ⑤に該当する法人以外の法人については、法人登記簿謄本（３か月以 

内に発行されたもの。写し可） 

⑦ 印鑑証明書（３か月以内に発行されたもの。原本） 

⑧  鹿児島市発行の市税について滞納がないことの証明書（徴収猶予の適 

用を受けている場合は、徴収猶予の適用を証する書類。３か月以内に発 

行されたもの。写し可。）ただし、鹿児島市内に営業所がない場合等で、 

鹿児島市に納税義務がない場合は、本社所在地発行の「市区町村税」納 

税証明書（３か月以内に発行されたもの。写し可。） 

⑨  法人の場合、決算書（財務諸表、賃借対照表、損益計算書）直前３期 

分 

 

（５）応募に関する留意事項 

  ① 応募書類に虚偽の記載があった場合、応募資格を偽った場合は失格と

します。 

③  提出された応募書類は返却いたしません。また、応募書類について、

鹿児島市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、不開示情報を

除いた情報を公開する場合があります。 

  ③ 申請後に辞退する場合は、速やかに辞退届（任意様式）を提出してく

ださい。 

④  応募に係る経費は、全て応募者の負担とします。 

  ⑤  磯ビーチハウス事業者の選定に当たり必要と認めるときは、追加書類

の提出を求める場合があります。 

 

６．事業計画書の提出 

（１）提出期限 

  令和６年１１月５日（火） 

（２）提出書類 

①  事業計画書（様式５） 

②  貸付期間における資金計画書 ※任意様式 

③  各部屋の用途（利用イメージ図） ※任意様式 

※①～③の提出書類において、様式は A４縦とし、枚数は制限しません。 

（３）提出場所 

  ５（３）②に同じ。 

（４）提出部数 

１１部 



 

 

※事業者名が特定できる表現、ロゴマークなどの記載は行わないこと。 

（５）提出方法 

  ５（３）④に同じ。 

 

７．事業者の選定 

（１）選定方法 

 ① 書類（参加資格）審査 

   令和６年１０月１８日（金）に提出された書類について、スポーツ課に

おいて審査を行います。 

  ② プレゼンテーション審査 

（ア）日時：令和６年１１月１１日（月）午後２時から（予定） 

   ※日時は変更の場合があります。 

（イ）場所：鹿児島市役所みなと大通り別館５階５０１会議室 

（ウ）内容：（１者あたり）プレゼンテーション １５分以内 

             質疑応答            ２０分以内 

（エ）その他 

・出席者は、１者あたり３名までとします。 

     ・法人名や従事者名が特定できないように行うこと。 

     ・プレゼンテーションは事前に提出した事業計画書等を基に行うも

のとし、追加提案や追加資料の配布は認めません。 

だたし、これらを踏まえた上で、パソコンやプロジェクターに

よるプレゼンテーションは許可します。その場合、プロジェクタ

ーとスクリーンはスポーツ課で準備しますが、パソコンその他機

器等は各参加者で持参してください。 

     ・プレゼンテーション審査は個別に行い、非公開とします。評価内

容及び選定結果に対する問い合わせには応じません。 

  ③ 審査項目 

   審査項目は次のとおりとします。 

選定基準/選定の視点 配点（２００） 

１．事業の実施方針 （４０） 

 （ア）幅広い年齢層の方々の来場が見込め、磯地区の魅力発

信と観光の拠点施設となることが期待できるものか 
２０ 

 （イ）周辺施設や民間事業者との連携が期待でき、地域の活

性化につながることが期待できるものか 
２０ 

２．事業計画 （１２０） 

 （ア）年間を通して多くの来訪が見込めるか ２５ 



 

 

 （イ）１０年間の事業計画は継続性、発展性が期待できるも

のか 
１５ 

 （ウ）一部供用開始の内容は仙巌園駅開業の効果を高めるも

のか 
１５ 

（エ）地域住民への配慮が記載され、その内容は具体的なも

のか 
１５ 

（オ）周辺の交通混雑対策への配慮がなされているか ２５ 

（カ）景観や環境への配慮がなされているか １０ 

（キ）磯海水浴場の来場者数の増が期待できるか １０ 

（ク）施設の PR方法は適切かつ効果的か ５ 

３．事業の遂行 （４０） 

（ア）実績が豊富で実施体制は適切か ５ 

（イ）事業スケジュールは適切か １０ 

（ウ）貸付料の提案額は適切か ２０ 

（エ）法人等の財務状況は良好か ５ 

 

（２）審査結果の通知 

  審査結果については応募者全員に通知します。 

 ※施設を開設するまでの間に事業者となることが著しく不適当と認められる

事情が生じた場合は、施設利用者としての資格を取消すことがあります。 

 ※事業者としての決定を受けられないことにおいて生じる一切の損害や賠償

等について、市は責任を負いません。 

 

８．契約 

（１）契約 

  事業者の決定後、必要な事務処理（施設・設備については建築基準法や消

防法、業種によっては保健所関係条例等の手続きが必要となります。）が終了

した場合に限り、市は事業者と利用方法に応じた貸付契約を締結します。 

 ※許可申請手数料等は、事業者の負担となります。 

 

（２）契約の解除 

  事業者が契約内容に違反したとき、応募資格を満たさなくなったときは当

該貸付契約を解除します。 

 


